
小供まちづ くり協議会規約

第1章  総11

(名称)

,1条  本会は 小供まちづくり協議会 (以 ド味 ●Jと いう )と rTする

(構成)

● 2条 本会は 伊勢市小倶1,及びllオi町 1杓 に層住する市民及び所在する1治会 事業

所 各種 J体等をもって構成する

(日 1,)

第 3条 本会は 市民が主役の地域コミュニティの創造を口標に掲げ 地域の諜疱を■服

し 生き生きと安らしてIrら せる住みよいまちづくりの推進を日llとする

(,』 勁)

第 4条 本会は 前条の日

"を
達成するために次の活動を行う

(1) まちづくり計画の策定に関すること

(2)健康 福莉1及 I●r育て支援に関すること

(3)1方災 防犯及¨ 工々全に関すること

(4)育少年の健今育成に関すること

(5) 生活環境 自然栞責の向上及び美化に関すること

(6) スポーツ 文化及びレクリェーションに関すること

(7, コミュニティ意識の融成に関すること

(8)その他口|1達成に必要な事項に関すること

(事務所)

第 5条 本会の事訪所は 伊勢市小l・ 町木町 3番地の小倶老人福祉会Itl内 に置く

第2■  ll織及び役員

(和t識 )

第 6条 本会にに会 役真_‐及び委員会を置く.

(総会,

第 7条 総会は イヽ議tl制を導入し 別表に定める団体ヽからI哺又は選出した代載員を

もって構成する本会の最高議決機関である.

2 定期総会は 原則として,1回門社する

3 臨時総会は 会長が必要と認めたとき 又|ま代議員の半数以上の者から会議の「
1'た る事項を示して市求のあったとき,1催する

4 総会は 会長がll案 し 委|[求を含めた代議員の過半数の出席て成立する

5 総会の議長は 総公において選出する

0 総会は 次に掲げる事項を審議し 議決する

|



(1)事業.同及7J予算の決定に関する事項

(2) 事業報告及び決算の承認にNする事項

(3) 役員の選出に関する工項

(4)規約のlI定 改廃に関する事項

(5)そのltl重要な||■

' 
この規約に特別の定め・|ある場合を除くはか 総会の晟事は 出席者の過半黎を

もって決し 可否同数のときは 議長の決するところによる

(イ 薇ヽ員のlr知 )

第 8条 代議員の任期は 1年とし 諄■を妨げな0ヽ イヽ載員の1に久員が生したときに|ま

補欠イヽ議員の補充を行うこと/1で きる ただし 前II者の残lⅢ mと する

(役員会)

第 9条 役員会は ,11条に規定する役員 喘 事を除く )を もってll・成する

2 役員会は 定如開催する なお 会長が必要と認めたとき 臨時に,I催する

3 役員会は 委lf■ををめた役員会構成員の過半数の出市で成立する

4 役員会の議長は 会長がこれに当たる

5 役員会は 次の事項について議決する

(1)総公に付議すべき事項

(2)事業の実施通常の基本的事項

(3)緊急を要する重要事項

(4)その11総会の薇決を要しない会務に関する事項

6 前項第 3うの事項を議決した場合 会長は 次の総会においてこオ]を報告し

その承認を求めることとする.

7 役員会の議事は 出席者の過半欺をもって決し 可否口数のときは 薇 r.が決す

るところによる

ひ 員会)

第 10条 本会の事業を推進するため 総会の承認を■て委員会を置くことができる

2 委員会は 委員長 H崚員長及び委員でfI・成する

3 委員会について必要な事項は 役員会の議決を経て,に定める.

(役員)

第 11条 本会に 次の役員を置く

(1) 会長 1名

(2)副会長 2名

(3)■ 1寧 古干名

(4)監事 2名

(5)会
=1管

理´ 1名
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(役員・・ 職務)

第 12条 会長は 本会をイヽ表し 会務を統

“

する

2 副会長は 会長を補●し 会長に事故あるときは 会長が予め指名した順序によ

り その戦fl_・ イヽ行する

3 理,は 会長及び日会F・ を袖4し  会務の避

`に
当たる

■ 監事は 本会の会:吸び公務執●を喘●し 総会にこれを報tiす る

5 会|[■
'1者

は 本会の会計事務に当たる

(役員の選HD

第 18条 会長 ll会 長7kび監事は 総会においてイヽ様貞の互進で選出する

2 理事及び公計管理者 ま イヽ晟員の1か ら会長が,1名 し 稔会で承認する

(役員のl■畑)

第 14条 役員のlr苅 は 11:と し ににを妨げない 役員の中て欠員が十したときには

柿欠役員の補充を行うことができる ただし ,1任者の成‐ iJと する

2 役員は そのlT期満了後においても後任とが就イ千するまでの間は その職務を,
うものとする

(参与,

第 15条 本会に参与を 4く ことができる

2 参ケiま 会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する

3 参与は 第 3条の日|'を 達成させるため吻■■を行う ,ヽのとする

第3= 事務局

(事務局,

第 16条 本会の事務を処理するため 事務局を置く

2 事務局1, 事務,1長 1名及び,"贖貝オ千名でli成する

3 事務局長及び事務取員は 役員会の承認を得て公長が任命する

4 ●・1局長 ま オ会の事務をlt括する

う 事務局の旭
= 

事務局長友び事称職員の工用 給与 ll務 ll匈その他の効務条件

及び業

“

}ll等に関す /● ●攻は 役員会に諸り会長がりに定める

第4■  'オ務

(会 ,い

九 17条 本会の種贅ほ 補助O i`収入及びその他の収入をもって・●てる

2 本会の会ゴ}年度は 毎年 4月 IUに始まり 翌年 3月 31日 に終わる

(予算及び決算,

第 18条 ■会の1ズ文 F算は 会計年 夏内における0て の収人及び支1の 予定を¬ |し 格

会の議決1■ より定める
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2 収支決算 |ま ,会計年度柊了後 3月 以内に監事の監●を経て 総会の承認を得な

ければならない

第5章  そのlL

(規約の変更)

第 19条 この規約を変更するときは 総会において||・ 席したrヽ耐員の 3分の2以上の同意

を得なければならない

く情報の共有)

第 20条 本会は ,2条 に規定する本企の構成員 (以 下 呻 成員]と いう )に 対して本

会の運常に関するI● 報を積極的に提,tするとともに 構成長の意向把握など情報

収央を図り 構成員との情報,ヽ有に努めるものとする

2 予算及びよ算報告については It 41公表するものとする

3 木会は 出納簿その他の帳簿を厳重に管理保管し 構成員から求めがあったとき

は これを公円するものとする

(補坤0

第 21条 この規約の施行に関し必要な事項は 役員会の承認を得て会長が定める

附員1

1 この規約は ]′成 21年 9月 4日 から施行する

2 本会設立当初のイヽ議員及び役員の任期は 第 8条及び第 14条第 l項の規定にかかわら

ず 設立後最初の

“

会までとする

3 本会設立当初の会計年度は 第 17条第 2項の規定にかかわらず 設立の日から1′成 22

年 3月 31日 までとする

別表 (第 7条関係〉

団 体 等 定 数

自治会 (区 ) 11人

老人クラブ 2人

民生委員 児童委員 3人

商二会 3人

体育文化芸術団体 7人

小 中学校 PTA 6人

ポランティア等団体 1人

そのfL関係 n体 7人

公募 10人

4



lll則

1 平成 26年 5月 30日 凹

“

の 1′ l126年 L4定剛総会において 規約第 2条及び第 7条の

部を改iビする

附11

1 平成 30年 6月 l日 開催の平成 301:度定期総会において 規約第 7条の,I装を改正す

る

'表
(第 7条関係)

団 体 等 定 数

自治姿 (区 ) 11人

民生菱員 児童委員 3人

商工会 3人

体育文化芸術同体 6人

小 中学校 3人

小 1学校PTA 6人

ボランティア等団体 2人

その他関係同体 6人

公タ 10人
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